
新型コロナウイルスについて

久留米市



接種率は84％を達成

接種対象者268,130人に対して

12月20日現在



供給されるワクチンは２種類
ファイザー社製ワクチン

★ 55,608回分（約54％）

〇 協力医療機関・

公共施設で実施

〇 予約システムで予約

〇 1･2･3回目用ワクチン

武田/モデルナ社製ワクチン

★ 48,212回分（約46％）

〇 かかりつけ医等・

公共施設で実施

〇 かかりつけ医等は直接予約

公共施設は予約システム

〇 3回目専用ワクチン

3回目接種 ワクチン情報

※ ２月、３月で供給されるワクチン量です。
※ 3回目接種は、交互接種が認められています。
※ 全ての方が、希望する種類のワクチンを接種出来ない場合があります。



3回目接種 対象・期間
〇対象者
2回の接種を終え、原則8か月を経過した18歳以上の方
※ 2回の接種を終えていない人は、追加接種の対象とならない

〇接種の期間
令和４年9月30日まで

⇒12月17日通知

●8か月以上の経過を待たずに追加接種が出来る方（6か月に前倒しが出来る方）
①医療従事者等並びに高齢者施設等の入所者及び従業者
②通所サービス事業所の利用者及び従業者
③病院及び有床診療所の入院患者

●高齢者
令和4年2月以降・・・初回接種の完了から、7か月以上経過した後に追加接種を実施す
ることが出来る。



3回目接種 前倒し対象者への対応

8か月以上の経過を待たずに追加接種が出来る方への対応（6か月に前倒しが出来る方）

・接種券の早期送付を行う取り組み

⇒ふくおか電子申請サービスを活用（12月21日から12月31日まで受付）

施設入所者等で電子申請が難しい方は、施設にてとりまとめを行い報告

・接種券の送付 ⇒1月中旬頃までに送付

・接種体制の確保 ⇒施設内接種を実施する施設は、嘱託医等と協議し体制の確保を進める

⇒国からの追加ワクチン供給後、速やかに実施

7か月以上経過した後に追加接種が出来る高齢者への対応（2月以降実施が可能）

・接種券の送付 ⇒1月末に送付（令和3年6月、7月に2回目接種が完了した方）

⇒2月末に送付（令和3年8月に2回目接種が完了した方）以後、順に送付

・接種体制 ⇒2月14日以降、公共施設での接種日程を更に拡充させて対応

原則６か月に短縮

来年２月以降、７か月に短縮



3回目接種 接種時期の目安
 12月13日から医療従事者への接種を開始

 ワクチンの供給状況を見ながら、接種を前倒し

 市民の方への接種開始は、2月14日からを予定



3回目接種 接種までの流れ
①予約は接種券が届いてから

②当日は、
予診票を記入

予約した会場へ

③予約した会場で接種
※肩を出しやすい服装で！
防寒着は衣服の脱着が容易なコー
トなどの着用を
（持っていくもの）
〇接種券・予診票
〇本人確認書類

予約開始：2月1日（火）9時
接種開始：2月14日（月）予定

接種券に記載された接種
可能日以降の日を予約

接種券と予診票は一体



3回目接種 接種会場

⇒市内115箇所のかかりつけ医で実施



3回目接種 予約支援

公共施設で、下記のとおり予約支援を実施
年齢区分

（8か月経過者）
接種券
発送時期

対象者数 支援期間 支援会場

75歳以上 1月25日前後 35,619
2月1日(火)～10日(木)
9時から17時

・くるみホール
(10ブース程度)

・田主丸総合支所
・コスモすまいる北野
・城島総合支所
・三潴総合支所

(各3～4ブース)

65歳～74歳

2月上旬

35,615
2月７日(月)～10日(木)
9時から17時

65歳未満 7,855

地域・ご家族・ご友人皆様でもご支援を

※平日のみ開設



接種証明書（ワクチンパスポート）

（接種証明について）

 様々な社会経済活動への活用が検討されている。

 １、2回目の接種済証、３回目の接種券も接種証明書の代わりになる場合があ
るので、大切に保管を（写真で保存したものでもOKの場合あり。）

 スマホアプリによる自動交付には、マイナンバーカードが必要。

⇒窓口に行く必要のない自動交付が早くて便利

ぜひ、今のうちにマイナンバーカードの取得を‼

臨時窓口設置：市役所2階くるみホール
１２月２７日（月）まで （平日のみ）

〇12月20日（月）から、国によりスマホアプリが公開

〇臨時窓口において、スマホの操作の支援や紙の証明を発行



５～１１歳の接種

現在の状況
〇 現在、小児用ワクチンとして、ファイザー社製ワクチンが
薬事承認申請中

〇 早ければ令和4年2月頃から小児を対象とした接種が可能と
なる可能性がある

〇 国からは、小児を対象とし、2回接種を行うことを前提に
実施体制、実施医療機関等を確保するように、との指示

★現在、医師会、医療機関と集団接種の実施に向けて調整中



感染状況について



皆さまのご協力をお願いします

11月～12月の感染者数 ２人

感染を再拡大させないために

感染状況は落ち着いていますが…

●新たな変異株の出現や、年末年始の人の移動の活発化

により感染の再拡大も警戒される。

●感染拡大防止には、一人ひとりの基本的な感染対策、

そして、ワクチンの接種。

12月20日現在


